
訪問介護・介護予防訪問介護・訪問型サービス A 重要事項説明書 

 

1 事業者（法人）の概要 

名称・法人種別 合同会社晴空（せいら） 

代表者名 ⾧谷川里絵 

 

 

所在地・連絡先 

 

 

（所在地） 

⾧野県安曇野市豊科 4469 

電話 0263-50-4035 

Fax  0263-50-4034 

E-mail seilla@ic-net.or.jp 

 

2 事業所の概要 

（1）事業所名称及び事業所番号 

事業所名 せいらケアステーション 

 

 

所在地・連絡先 

（所在地） 

⾧野県安曇野市豊科 4469 

電話 0263-50-4035 

Fax  0263-50-4034 

E-mail seilla@ic-net.or.jp 

事業所番号（指定居宅サービス） 2074001302 

〃 （指定予防サービス） 2074001302 

〃 （指定訪問型サービス） 2074001302 

管理者の氏名 浅野俊介 

 

（2） 事業所の職員体制 

従業者の職種 人数 

区  分 
常 勤 換 算 後

の人数 
職務の内容 常勤 非常勤 

専従 非専従 専従 非専従 

管理者 1 1      

サービス提供責任者 

（訪問事業責任者） 
1 1      



訪問介護員 2 1   1   

事務職員等 1  1     

 

（3）通常の実施地域 

通常の事業実施地域 安曇野市・松本市のうち島内、島立地区 

※上記以外でもご相談戴ければ対応する場合があります。 

 

（4）営業日・営業時間等 

営業日 平日 

営業時間 9：00～18：00 

休業日 土日祝日、夏季休業（８月 13 日～8 月 16 日）、年末年始休業（12 月 29 日～1 月 3 日） 

※休業日でもご相談いただければ対応する場合があります。 

 

サービス提供日 上記営業日と同じ 

サービス提供時間 上記営業時間と同じ 

※上記営業日、サービス提供時間以外でもご相談いただければ対応する場合があります。 

  



3 サービスの内容 

種類 内容・手順等 

１身体介護 食事介助 配膳、食事姿勢等の確保、摂食介助、水分補給等 

入浴介助 部分浴、浴室の移動、使用物品の片付け 

排泄介助 
トイレへの移動、オムツ交換、排泄後の始末、失禁

等への対応等 

2 生活援助 買い物 日常品の買い物、品物及び釣り銭の確認 

調理 一般的な食事の調理、配膳、片付け 

掃除 
居室・トイレ等屋内施設、屋外施設の清掃、ゴミ出

し、片付け 

洗濯 
洗濯機又は手洗いによる洗濯、洗濯物の乾燥、収納

等 

3 その他 相談  

 

◇訪問介護計画（介護予防訪問介護計画）の作成および評価等 

当社のサービス提供責任者が、居宅サービス計画（介護予防サービス計画）に基づき、

利用者様の直面している課題等を把握し、利用者様の希望を踏まえて、訪問介護計画（介

護予防訪問介護計画）を作成します。 

また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、その結果を書面（サービス報告書）

に記載して利用者様に説明の上、交付します。 

サービスを提供するための仕組みや、改善に向けた取り組みのプロセスが、機能してい

るかを評価するための第三者評価は、今のところ受審しておりません。 

 

４ 費用 

介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の 1 割が利用者様の負担額

となります。 

尚、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行

われない場合があります。その場合、利用者様は１か月につき料金表の利用料金全額を負

担することになりますのでご注意ください。 

利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行いたします。また、還付に必要なサービス

提供証明書を発行いたします。 

 

  



【料金表】 

訪問介護利用料 1 回あたり(地域区分 1 単位１０円） 

サービス 

区分 

所要 

時間 
単位数 

利用者 

負担金 

（1 割） 

利用者 

負担金 

（２割） 

利用者 

負担金 

（３割） 

身体介護 

２０分未満 １６３ １６３円 ３２６円 ４８９円 

２０分以上 

３０分未満 
２４４ ２４４円 ４８８円 ７３２円 

３０分以上 

１時間未満 
３８７ ３８７円 ７７４円 １，１６１円 

１時間以上 

１時間半未満 
５６７ ５６７円 １，１３４円 １，７０１円 

生活援助 

２０分以上 

４５分未満 
１７９ １７９円 ３５８円 ５３７円 

４５分以上 ２２０ ２２０円 ４４０円 ６６０円 

※身体介護と生活援助を同時に行うサービスもあります。 

身体介護と生活援助を一緒に行う時間区分も用意されているので、必要に応じて使用しま

す。 

 

訪問介護加算項目 

夜間（18：00～22：00） 

早朝（6：00～8：00）の加算 
上記の額に１回につき２５％加算します 

深夜（22：00～6：00）の加算 上記の額に１回につき５０％加算します 

 

介護予防訪問介護 (地域区分 1 単位１０円） 

サービス内容 

（月単位） 
単位数 

利用者 

負担金 

（1 割） 

利用者 

負担金 

（２割） 

利用者 

負担金 

（３割） 

週１回程度 １，１７６ １,１７６円 ２,３５２円 ３,５２８円 

週２回程度 ２，３４９ ２,３４９円 ４,６９８円 ７,０４７円 

週２回程度 

を超える程度 
３，７２７ ３,７２７円 ７,４５４円 １１,１８１円 



 

※ 上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用

者様の訪問介護サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準としま

す。 

※ 介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、

全額が利用者様の自己負担となりますので、事前にご相談ください。 

※ その他、厚生労働省が基準やガイドラインを策定した内容に基づき、加算される項目

があります。 

※ 利用者様の身体的理由もしくは暴力行為等の事情があり、かつ、利用者様又はそのご

家族の同意を得て、訪問介護員が２名で訪問する場合は２名分の料金となります。（介

護予防を除く） 

 

◇交通費 

通常の事業実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域にお住まいの方は、交

通費の実費が必要となります。 

尚、自動車等の車両を使用した場合には、次の交通費をお支払い戴きます。 

 

通常の事業実施地域を超えて片道１㎞ごと ５０円 

 

◇その他の費用 

サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は利用者様の負担とな

ります。 

 

◇キャンセル料 

利用者様の都合によりサービス提供予定時刻の２４時間前までにサービス利用の中止をお

申し出戴けなかった場合には発生した交通費や買い物代等の実費のみをお支払い戴きます。 

 

◇利用料等のお支払い方法 

毎月１０日までに前月分の請求をいたしますので、毎月２０日までに下記口座にお振込

みください。お振込手数料等は利用者様の負担となります。入金確認後、領収証を発行い

たします。 

現金等、その他のお支払い方法をご希望の場合にはご相談ください。 

 

 



八十二銀行 豊科支店 普通９８３４０８ 

合同会社晴空（ゴウドウガイシャセイラ） 

 

５ 事業所の特色等 

（１）事業の目的 

適切な運営を確保するために、事業及び管理運営に関する事項を定め、訪問介護員が、

要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、個々に適切な指定訪問介護サービス

を提供することを目的とする。 

 

（２）運営方針 

① 訪問介護員等は、利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、その

有する能力に応じ自立し、できうる限り笑顔で日々暮らせるよう必要な介助・援助

を生活全般にわたって行うものとする。 

② 事業実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの密接な

連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

（３）その他 

従業員研修を年３回以上行うものとし、介護員の質的向上を図る継続研修を行ってい

きます。 

 

６ サービス内容に関する苦情等相談窓口 

当事業所 相談窓口 窓口責任者  浅野俊介 

受付時間 ９：００～１８：００ 

連絡先 電話 ０２６３－５０－４０３５ 

    E-mail seilla@ic-net.or.jp 

    面接（当事業所相談室） 

⾧野県国民健康保険団体連合会  電話 ０２６３－２３８－１５８０ 

安曇野市高齢者介護課  電話 ０２６３－７１－２４７２ 

松本市高齢福祉課  電話 ０２６３－３４－３２１３ 

 

７ 緊急時における対応方法 

サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者様の主治医、救急隊、

緊急連絡先（ご家族等）、居宅サービス計画（介護予防支援計画）を作成した居宅介護支

援事業者等へ連絡をするなど、必要な措置を講じます。 



 

８ 事故発生時等における対応方法 

サービス提供中に事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、速やかに利用

者様の緊急連絡先（ご家族等）、居宅サービス計画（介護予防支援計画）を作成した居宅

介護支援事業者等、市町村及び⾧野県に連絡を行います。 

 

９ 個人情報の保護及び秘密の保持について 

事業所は、利用者様及びそのご家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」

及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業における個人情報の適切な取り扱いのた

めのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めます。 

事業所が得た利用者様及びそのご家族の個人情報については、介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者様の個

人情報を陥る場合は利用者の同意を、利用者様のご家族の個人情報を用いる場合は当該ご

家族の同意をあらかじめ文書により得るものとします。 

 

１０ サービス利用にあたっての留意事項 

サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示して下さい。 

また、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険資格、要介護認定の有無及び要介

護認定の有効期間）及び被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお

知らせください。 

 

 


